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 交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国において、昭和４５年６月に

交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）が制定されました。 

本市においては、昭和４６年以降、５年ごと１１次にわたり「沼田市交通安全計画」

を策定し、各種の交通安全対策を実施してきました。 

この結果、交通事故によって死亡した人は、平成元年の１２人を最後に一桁台で推移

しており、交通人身事故の件数についても、平成３０年以降は２００件以下を保つなど

確実に効果を上げております。 

 しかしながら、尊い命が突然失われる死亡事故は依然として発生しているほか、その

他人身事故などにより多数の方が被害を受けており、交通事故は市民を脅かす身近な危

険となっています。 

 交通事故の防止は、市民にとって大変身近なものであり、緊急かつ重要な課題である

ことから、人命尊重の理念のもとに交通事故のない社会を目指し、交通安全対策全般に

わたる総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、これに基づく諸施策を一層強力に推進し

ていかなければなりません。 

 第１２次沼田市交通安全計画は、交通安全対策基本法第２６条の規定に基づき、令和

８年度から令和１２年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定め

たものです。 

 この計画に基づき、交通情勢に応じた具体的な交通安全対策を推進し、交通事故の発

生を抑止します。そして、交通事故による被害者を減少させることで市民が安全で安心

して暮らせるまちづくりを目指します。 
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計画の基本理念 
 

 

 本市では、全国的な動向と同様に少子高齢化や人口減少といった深刻な問題に直面し

ています。そのような状況下において真に豊かで活力のある社会を構築していくために

は、誰もがこころ豊かに暮らし、しあわせを実感できる社会を実現することが極めて重

要であり、交通安全の確保は最も重要な要素の一つとなっています。 

 本市では、交通安全の重要性が広く認識され、これまでに様々な対策がとられてきた

こともあり交通人身事故は減少傾向にあるものの依然として高い水準であることから、

更なる対策を継続する必要があります。 

 交通安全のための施策を講ずるにあたっては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を念

頭に、人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のない社会を目指します。 

 そうした中、「人優先」の交通安全思想を基本とし、特に高齢者、障がい者、こども

など、いわゆる交通弱者といわれる方の安全を一層確保することが必要です。 

 このような観点から本計画は、「第１２次群馬県交通安全計画」に基づき、交通社会

を構成する「人」及びそれらが活動する場としての「交通環境」といった要素について、

相互の関係を考慮しながら適切かつ実施可能な施策を総合的に推進するために、第１２

次沼田市交通安全計画を策定するものです。 

 

 

 

 自動車等の安全な運転を確保するため、運転者の知

識・技能の向上、交通安全意識の高揚を図り、かつ、

歩行者等の安全な移動を確保するため、交通安全意識

の徹底・指導の強化を図ります。それには、交通社会

に参加する市民一人一人が、自ら安全で安心な社会を

実現していこうとする前向きな意識を持つことが極め

て重要であることから、市民各層の交通安全に関する

教育、普及啓発活動の充実に努めます。 

 

  

 道路網や交通安全施設等の整備、改善、老朽化対策を図ります。特に、道路網の整備

については人優先の考えのもと、人の移動空間と自動車等の交通機関との分離を図るな

ど、混合交通に起因する危険を排除する施策の充実に努めます。 

１ 人に係る安全対策 

２ 交通環境に係る安全対策 
【園庭における交通安全教室】 
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（１）先進的安全技術の普及 

 今日の自動車の安全技術の大きな進歩により、衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技

術が普及し、運転操作ミスによる事故減少への貢献が見込まれます。 

 また、自動運転についても更に高いレベルでの実用化が期待されています。 

 一方で、安全性の確保を前提として、性能を過信・誤解することのないよう、正しく

理解し、利用するように広報啓発していくことが重要です。 

 

（２）外国人運転者等への対応 

 経済の維持・発展のために外国人材の受入れが進み、在住外国人や外国人観光客も増

加傾向にあります。 

 今後、外国人運転者の増加が見込まれる中、外国人運転者のみならず、歩行者や自転

車の利用者に対しても、日本の交通ルールを十分に理解してもらい、交通事故のリスク

が高まらないように対策を講じることが重要です。 

 

（３）高まる安全への要請と交通安全 

 自然災害の影響、インフラの老朽化、治安情勢、感染症など、様々な安全に関する要

請が高まる中、交通安全にかかわる部署はもとより、多様な専門分野との間で、より柔

軟かつ効果的な連携をしていくことが重要です。 

 

 

  

３ これからの５年間において特に注視すべき事項 

【イベント参加者へ交通安全啓発を行う交通指導員】 
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交通事故の現状と分析 
 

 

 

（１）総論 

 沼田市の交通事故による死者数は、昭和４３年と昭和４７年にそれぞれ１６人を数え

ましたが、昭和４８年以降は減少に向かい、昭和５１年には２人まで減少しました。そ

の後、一時的に増加傾向となり平成元年に１２人となりましたが、それ以降は再び減少

傾向に転じ、１０人未満で推移しています。 

 第１１次計画期間にあたる令和３年以降の死者数は、令和３年、令和５年と、計画で

掲げた目標の交通事故死者数ゼロを達成しました。さらに、第１１次計画期間の年間平

均死者数は０．６人と、第１０次計画期間の３．０人より減少傾向で推移しています。 

 交通人身事故発生件数及び負傷者数については、過去最悪の平成１２年（人身事故発

生件数５４１件、負傷者数７５０人）以降は減少傾向となっており、特に第１１次計画

期間における人身事故発生件数については、令和３年の１６５件以降、目標に掲げた 

１７５件以下を毎年達成しています。 

【グラフ１:交通人身事故発生件数・負傷者数・死者数】 
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（２）近年の交通事故の特徴 

  ア 第１１次計画期間中における人口１０万人当たりの交通人身事故発生件数 

及び負傷者数 

    交通人身事故発生件数は、令和３年以降、２００件以下で推移し、令和７年に

は１４８件となっています。なお、負傷者数は、令和３年以降２５０人以下で推

移し、令和７年には２００人となっています。 

    本市の人口１０万人当たりの交通人身事故発生件数及び負傷者数は、群馬県内

では低い水準で推移していますが、全国平均と比較すると高い状況となっていま

す。 

【グラフ２:人口１０万人当たりの交通人身事故発生件数】 

 

【グラフ３:人口１０万人当たりの交通人身事故負傷者数】 
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※ 各数値については、「交通年鑑」（発行：群馬県警察本部、群馬県交通安全協会（群

馬県交通安全活動推進センター））、「第１１次群馬県交通安全計画」（発行：群

馬県交通安全対策会議）、「令和６年 群馬の交通事故統計（発行：群馬県警察本

部交通部交通企画課）、「交通事故発生状況表」（発行：沼田警察署交通課）の数

値を用いています。 

 

  イ 交通事故死者数と高齢者の死者数の関係  

    交通事故死者数は、第１１次計画期間において、各年１人以下で推移していま

すが、死者総数は３人、そのうち６５歳以上の高齢者の死者数は２人となってい

ます。 

   

【表１：第１１次計画期間における交通事故死者数と高齢死者数の状況】 

 
令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 合計 

死者数（人） 0 1 0 1 1 3 

 うち高齢者

数（人） 
0 1 0 0 1 2 

割合（％） 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 66.7 

 

  ウ こども・若者・高齢者が関係する交通人身事故発生状況 

   ・こどもが関係する交通人身事故は、ほぼ横ばいとなっています。第１１次計画

期間において、各年５人以下で推移しています。 

・若者が関係する交通人身事故は、減少傾向にあります。令和７年は、総件数  

１４８件に対し２０件で、全体の１３．５％となっています。 

   ・高齢者が関係する交通人身事故件数は、ほぼ横ばいとなっています。令和７年

は、総件数１４８件に対し８０件で、全体の約５４％を占める結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

【グラフ４:こども・若者・高齢者が関係する交通人身事故発生件数】 

 

 

  エ 発生場所別交通人身事故発生状況 

交通人身事故の発生場所別では、市街地と非市街地を比べると令和３年は市街

地の割合が約５０％となっていましたが、令和４年以降は非市街地での事故の割

合が高くなり、令和４年は９４件（全体の５４．０％）、令和５年は１００件（全

体の６４．１％）、令和６年は９９件（全体の６１．１％）、令和７年は８６件

（全体の５８．１％）となっています。 

【グラフ５:発生場所別交通人身事故発生状況】 
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  オ 道路形状別交通人身事故発生状況 

    交通人身事故の道路形状別では、令和７年は、交差点と交差点付近（側端から

３０ｍ以内）での発生件数が計８７件で、全体の５８．８％、単路での発生件数

が４８件で、全体の３２．４％となっており、交差点と交差点付近での事故が多

くなっています。 

【グラフ６:道路形状別交通人身事故発生状況】 

 

 

  カ 安全運転義務違反による交通人身事故発生状況 

    交通人身事故の原因別では、「安全運転義務違反」（ハンドル・ブレーキ等の

操作ミスや前方不注意、前方・左右・後方の安全不確認など）が６割を超える割

合で推移しています。令和７年の安全運転義務違反による事故は、８１件で全体

の５４．７％となっています。 

【グラフ７:安全運転義務違反による交通人身事故発生状況】 
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 本市においては、人口減少に伴い運転免許保有者数は減少傾向にありますが、高齢化

の影響により、高齢者の運転免許保有者数は増加傾向にあります。中山間地域特有の地

形的環境、市域の広さ及び公共交通機関が少ない等の現状から、移動や輸送には自動車

を中心とした道路交通に大きく依存している状況です。そのため、多くの市民が日常的

に自動車を利用する機会が多くなることに伴い、交通事故に遭う危険性も高くなってい

ます。 

 その対策として、平成３０年から実施している高齢者運転免許自主返納支援事業の効

果もあり、運転免許自主返納者数は近年増加傾向にあることから、引き続き、返納しや

すい環境整備が必要となります。また、道路交通環境の整備や、先進安全技術を有する

自動車の普及などにより、高齢者による交通事故のリスクを低くする要素の進化、普及

が期待されます。 

一方で、小型モビリティ＊の登場により交通環境の複雑化が懸念されるため、これまで

以上に柔軟な交通安全対策を講じていくことが必要になります。 

あわせて、都市計画や公共交通に関する関係計画との緊密な整合・連携のもと、都市

機能や居住の誘導、公共交通ネットワークの維持・活性化を推進し、自動車に過度に依

存せずとも安全に移動できる都市構造への転換を図る必要があります。 

 

小型モビリティ＊ 電動キックボードやペダル付き電動バイク、ミニカーなど、自動車よ

りコンパクトで小回りが利き、地域の手軽な移動の足となる１人～２

人乗り程度の車両をいいます。 

 

 

【表２：沼田市における運転免許保有者数及び高齢者運転免許自主返納者数の状況】 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

保有者数（人） 33,261 33,021 32,582 32,151 31,734 

うち高齢者数（人） 10,589 10,713 - 11,094 11,713 

割合（％） 31.8 32.4 - 34.5 36.9 

高齢者運転免許自主返

納者数（人） 
319 304 265 282 288 

※ 各年 １２月末現在の数値  

※ 高齢者は６５歳以上 

※ 令和５年の運転免許保有者数のうち高齢者数については、システムの切り替え等により集計不能 

※ 高齢者運転免許自主返納者数は沼田警察署管内の数値 

 

  

２ 道路交通を取り巻く今後の展望 
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交通安全計画における目標 
 

 人命尊重の理念に立って、関係機関が連携、協力して各種施策を着実に推進していく

とともに、市民の交通安全に関する自助、共助の取組を支援することにより、交通事故

の減少が継続するよう努めます。 

 交通事故による死傷者ゼロを目標に、究極的には、交通事故のない「安全で安心に暮

らせるまち」を実現することを目指します。 

 

【数値目標】 

① 年間の交通事故発生後２４時間以内の死者数          ゼロ 

② 年間の交通人身事故発生件数            １４５件以下 

 

 第１１次計画において、年間の交通事故発生後２４時間以内の死者数をゼロにするこ

とを目標としました。同計画期間中、令和３年及び令和５年は目標の死者数ゼロを達成

しました。しかし、令和４年、令和６年及び令和７年は、いずれも１人の尊い命を失う

結果となり、計画期間の年間平均死者数は０．６人となりました。 

 このような状況ではありますが、第１１次計画期間中に交通事故死者数ゼロを２回達

成していることから死者ゼロを目標値とします。 

 また、年間の人身事故発生件数については、第１１次計画期間中の交通人身事故の平

均発生件数が１６１件であることを考慮し、平均値比１割減の年１４５件以下を目標と

します。 

 今後も、更なる交通事故のない安全・安心なまちを目指し、事故の発生そのものを抑

制させることを念頭に、適時適切な対策に取り組みます。 

 

年間死者数(２４時間以内) 

       ゼロ 

 第１１次計画期間中に死者数ゼロを２回達成

したため、ゼロを目指す 

人身事故年間発生件数 

    １４５件以下 

第１１次計画期間中の年間平均発生件数 

(１６１件)の約１０％減 
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交通安全対策のポイント 
 

 

交通事故による死者数は、全国的に見ると減少傾向にありますが、交通事故死者数に

占める高齢者の割合は依然として高止まりの状態にあります。群馬県内においても、令

和６年では、死者数４９人のうち７３．５％に当たる３６人が６５歳以上の高齢者とな

っています。 

また、群馬県内におけるこどもが関係する交通人身事故の発生件数は、平成２８年度

の４０１件から増減を繰り返しながら減少傾向が続き、令和６年には３７１件となりま

した。 

本市では、近年、交通事故による死者数が１人前後で推移しており、第１１次計画期

間中における死者数は３人で、そのうち２人が高齢者でした（Ｐ５ 表１参照）。第１２

次計画においても「人優先」の交通安全思想を踏襲し、高齢者やこどもを中心とした交

通弱者の安全確保や交通死亡事故等の状況を踏まえた視点で交通安全対策を推進しま

す。 

高齢者とこどもの安全確保を推進するためには、歩道や通学路の整備など安全・安心

な歩行空間の確保及び区域を定めて時速３０キロメートルの速度規制を実施し、区域内

の自動車の走行速度の抑制を図る「ゾーン３０」の整備や道路標示の塗り直しなどの生

活道路対策の推進に加え、高齢者とこどもの特性・地域の交通情勢を踏まえた交通安全

教育が必要となっています。また、年齢等に関わらず多様な人が利用しやすいバリアフ

リー化された道路交通環境を形成する必要もあります。更に、高齢者は他の年齢層と比

較して、自宅近くで死亡事故に遭う傾向が高いことから、地域における生活に密着した

交通安全運動の充実を図ることも必要となります。 

高齢者による自動車の運転については、事故に遭わない、起こさないよう、安全確保

の取組を関係機関が連携して推進していく必要があります。また、運転免許返納後の日

常生活における不自由のない移動手段の構築に向け、公共交通の仕組み・在り方につい

て引き続き検討します。 

 

 

 一般社団法人日本自動車連盟が令和７年８月に行った調査によると、群馬県内におけ

る信号機のない横断歩道での歩行者横断時の自動車の一時停止率は５９．８％であり、

全国平均の５６．７％をわずかに上回る結果となっています。 

【表３：信号機のない横断歩道における歩行者横断時の一時停止率(全国上位と群馬県)】 

    順位         １位         ２位         ３位         ４位        ２３位    

都道府県名    長野県       岐阜県       福岡県       熊本県       群馬県    

停止率(％)    88.2       78.0       77.7       77.4       59.8    

 このような状況を踏まえ、歩行者の安全確保については「人優先」の考えのもと、車

両運転者に対して横断歩道に関する交通ルールの再認識と歩行者優先であることを再

１ 高齢者とこどもの安全確保 

２ 歩行者及び自転車の安全確保 
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徹底するなど、車両運転者の遵法意識及び歩行者に対する保護意識の向上を図る必要が

あります。 

 一方、歩行者に対しては横断歩道を渡ること、信号機に従うことなどの交通ルールの

周知徹底を図るとともに、横断前・横断中の安全確認、反射材の着用など自らの安全を

守るための行動を促す交通安全教育等を推進します。 

 また、高齢者やこどもにとって身近な道路である生活道路や通学路、市街地の幹線道

路では、横断歩道の適切な管理、歩道の整備等をはじめとする、安全･安心な歩行空間の

確保を推進する必要があります。 

 自転車の安全確保については、群馬県交通安全条例の改正により、令和３年４月１日

から自転車保険加入の義務化及び自転車用ヘルメット着用が努力義務化されたことか

ら、全ての年齢層へのヘルメットの着用推奨、自転車の点検・整備に加え、自転車保険

への加入を推進する必要があります。さらに、正しい交通ルールやマナーを学ぶ機会を

設ける必要があることから、引き続き小中学校などでの交通安全教育が重要になりま

す。また、自動車、自転車、歩行者、それぞれの通行量が多い道路においては、互いに

共存出来る通行空間について検討する必要があります。 

 

 

 第１１次計画期間中の市道等の生活道路における交通人身事故発生件数は３５９件

と全体の４４．６％を占める状況となっています。 

 このような状況を踏まえ、生活道路における安全確保は、歩道整備や歩道の段差・傾

斜・勾配の改善等、道路管理者及び交通管理者による「ゾーン３０」の整備など、引き

続き自動車の速度抑制を図る道路交通環境整備、危険箇所に注意を促す対策などを必要

に応じて検討していく必要があります。 

 また、令和８年９月１日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路＊におけ

る自動車の法定速度が時速６０キロメートルから時速３０キロメートルに引き下げら

れるため、各関係機関と協力し速度抑制に向けた取組を強化し、交通人身事故減少に努

めます。 

 

生活道路＊ 主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のこと 

 

【表４：第１１次計画期間の生活道路における交通人身事故発生状況】 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 計 

発生件数(件) 165      174      156      162      148      805 

うち市道等における件数(件) 72       73       75       71       68      359 

割合(％) 43.6   42.0   48.1   43.8   45.9   44.6 

 

  

３ 生活道路における安全確保 
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 近年、最高速度違反等の悪質・危険性の高い違反による死亡事故は減少していますが、

安全不確認、脇見運転、動静不注視等の安全運転義務違反に起因するものが多くなって

います。このため、「人」、「車両」及び「交通環境」の三要素にわたって交通事故が

起こりにくい対策が必要となっています。 

 「人」については、交通安全教育により交通安全意識の高揚を促進するとともに、高

齢者等の交通弱者への思いやりの心を育み、交通事故の被害者にも加害者にもならない

意識を醸成することが重要です。 

「車両」については、今後、衝突被害軽減ブレーキ等を備えた車両の普及が更に見込

まれることから、交通事故件数の減少及び事故による被害の軽減等が期待されます。 

 「交通環境」については、歩道等の交通安全施設の整備、自動車等の通行空間や歩行

空間の分離、車両の速度抑制の対策などが必要です。 

  

４ 交通事故が起こりにくい環境づくり 
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講じようとする施策 
 

 

（１）生活道路における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 

    生活道路においては、高齢者をはじめとする交通弱者のためにも、車優先から

「歩行者・自転車優先」を目指し、下記の対策を推進します。 

  ア 通学路の歩道整備等の推進 

    小中学校・幼稚園・保育園等に通う児童生徒の通行の安全を確保するため、通

学路の歩道整備等を推進するとともに、車両の速度を抑制するための交通注意看

板や「ゾーン３０」による区域規制、路側帯の設置・拡幅、道路標示などの対策

を推進します。 

また、平成２６年度以降実施している

通学路合同点検の結果を踏まえ、学校、教

育委員会、道路管理者、警察などの関係機

関が連携して実施する通学路の交通安全

対策を推進するとともに、警察等の関係

機関と交通事故多発危険箇所の合同点検

を実施し、必要な対策や改善を行うなど

継続的な取組を推進します。 

  イ 高齢者、障がい者等の安全に資する歩 

行空間の整備 

高齢者や障がい者等を含む全ての人が、安全に安心して通行できるよう、平坦

性が確保された歩道等を整備します。 

 

（２）幹線道路等における交通安全対策の推進 

ア 事故危険箇所対策の推進 

死傷事故が発生した箇所及び地域の方々や関係機関等からの意見・要望を受け 

た危険箇所について、警察等関係機関と連携し、事故抑止対策に取り組みます。 

また、都市計画事業を活用し、交差点改良や歩行空間の整備を推進します。 

  イ 重大事故の再発防止 

   重大事故が発生した際には、速やかに該当箇所の道路交通環境等の事故発生の 

要因について調査するとともに、警察等関係機関と連携し、発生要因に即した所 

要の対策を講じます。 

  ウ 交通安全施設の高度化 

交通事故を防止するため、関係機関が行う信号機のＬＥＤ化、道路標識の高輝

度化、高機能舗装、高視認性区画線の整備等を推進し、安全かつ円滑・快適な交

通の確保に努めます。 

（３）安全で快適な自転車利用環境の総合的整備 

    自転車と歩行者の事故を防止するため、通行量の多い幹線道路や十分なスペー

１ 道路交通環境の整備 

【交通注意看板の設置】 
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スを確保できる道路から、自転車専用通行帯や自転車の通行位置を示した道路等

の整備により、自転車利用環境の総合的な整備を推進します。 

（４）公共交通機関等の整備及び利用の促進 

    高齢者等が自動車を運転しなくても日常生活を送ることができるよう、公共交

通等の利便性向上を図ります。 

（５）冬季の安全な道路交通の確保 

    積雪・凍結路面対策として、坂道の多い市内特有の状況に対応し、交通事故を未

然に防ぐため、適時適切な除雪や凍結防止剤の散布を推進します。 

 

  

（１）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

    交通安全の意識や行動を、一朝一夕に身

に付け習慣化させることは困難であるこ   

とから、成長過程に合わせ、段階的かつ体

系的な交通安全教育を引き続き推進して   

いくことが重要となっています。年代ごと

に段階的かつ体系的に交通安全教育を行

う上で、中核となって役割を果たす者を明

確にすることも重要です。 

    児童生徒への交通安全教育については、

学校が中心となり家庭や地域と連携して

行うことが重要です。また、自転車を使用

することが多い児童生徒に対しては、交通

社会の一員である自覚を持つことや、自転

車利用に関する道路交通の基礎知識を身

につけることが重要であり、併せて交通安

全意識や交通マナーに係る教育を充実さ

せる必要があります。 

成人については、公安委員会、自動車教

習所、安全運転管理者等による教育を柱と

して行うことが重要です。 

高齢者については、自治体、家庭を中心

として地域ぐるみで行うことが重要であ

り、民生委員や医療（機関）関係者など、

高齢者と日常的に接する立場の人々がサ

ポートするネットワークづくりが必要と

なっています。 

これら各年齢層に応じた交通安全思想

の普及啓発について、関係機関・団体等と

連携して推進します。 

２ 交通安全思想の普及徹底 

【保育園における交通安全教育】 

【小学校における交通安全教育】 

【事業所における交通安全教育】 
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（２）交通安全教育効果の一層の向上       

    学校教育においては、地域の人材活用なども含めた学校における交通安全教育

の一層の充実を図る必要があります。 

    参加・体験・実践型の交通安全教育は、座学中心の指導方法に比べて具体的に危

険予測・危険回避等の行動が身に付くなど、教育効果が高いものと考えられること

から引き続き推進します。 

（３）シートベルト着用及びチャイルドシートの正しい使用の徹底 

    シートベルトの着用、チャイルドシートの使用については、ともに交通事故死傷

者数の減少に極めて効果的であることから、引き続き安全装置の適正使用の徹底

が図られるよう積極的な広報啓発活動を展開します。 

（４）飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進 

    交通ボランティアや安全運転管理者、運行管理者、酒類製造・販売業者、酒類提   

供飲食店、駐車場関係者等と連携してハンドルキーパー運動の普及啓発やアルコ

ール検知器を活用した運行前検査の励行に努めるなど、地域、職域等における飲酒

運転根絶の取組を更に進め、「飲酒運転を絶対にしない、させない」という市民の

規範意識の確立を図ります。 

    また、令和６年１１月に施行された自転車の酒気帯び運転の罰則対象化につい

て広報啓発を徹底します。 

（５）効果的な広報の実施 

   テレビ、ラジオ、新聞、広報紙、SNS、インターネット等のあらゆる広報媒体を

活用し、市内の交通事故の実態を踏まえた具体的で訴求力の高い広報に努めます。 

（６）日常的な安全運転の徹底 

    安全不確認、脇見運転等の、いわゆる安全運転義務違反に起因する死傷事故が   

高い割合を示していることから、車両を運転する際に遭遇する様々な危険に対し

て、的確な予測・判断・行動がとれるための交通安全教育のあり方を検討します。 

    また、現在、社会問題となっている故意的な幅寄せや車間距離不保持などの妨害

運転による危険行為（あおり運転）に対しても、的確な判断・行動をとるための交

通安全教育を検討します。 

（７）反射材・自発光材の活用促進 

    夜間における歩行中の交通事故防止には反射材等

の活用が効果的であり、より一層の活用促進を図る必

要があります。また、全国的に自転車が関連する交通

事故が多発傾向にあり、重傷事故に直結するおそれが

あることから、歩行者に対する従来の反射材配布など

に加えて、自転車利用者への反射材等の活用を促進す

るための広報啓発活動を推進します。 

（８）正しい自転車利用の推進 

県内の中学・高校生の自転車事故発生件数は全国ワ

ースト１位（令和６年中）であったことから、「自転

車安全利用五則」を活用するなど、車両としてのルー

ルを遵守するとともに交通マナーの向上に向け、交通
【反射材使用啓発ポスター】 
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安全教育が必要となってい

ます。 

自転車は被害者だけでな

く、加害者となりうることを

周知するとともに、事故に備

え、全ての自転車利用者への

ヘルメット着用の推奨及び

損害賠償責任保険等への加

入促進について、周知を図り

ます。 

また、令和８年４月施行予

定の自転車等に対する交通

反則通告制度（青切符）につ

いて広報啓発を徹底します。 

（９）横断歩行者の安全確保 

自動車による横断歩道手前での不十分な減速によ

り、信号機のない横断歩道等の死亡事故が発生している

ため、運転者に対して横断歩道手前での減速義務や横断

歩道の歩行者優先義務等に関する交通安全教育や交通

指導取締り等を引き続き推進します。 

また、歩行者に対しては、横断歩道の使用及び信号機

の遵守の徹底等交通ルールの周知と併せ、横断歩道にて

停止した車両に対し、謝意を伝えるなど良好な道路環境

の構築のため、あらゆる機会を通じて周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 関係機関と連携し、運転免許を取得しようとする者に対する教育や、運転者に対する

再教育をより充実させるとともに、特に、高齢運転者による事故の増加を抑止するため、

高齢者講習をはじめとする高齢運転者対策の更なる充実・強化を図ります。 

また、令和８年９月から生活道路における自動車の法定速度が時速６０キロメートル

から時速３０キロメートルに引き下げられることを踏まえ、関係機関と協力し安全運転

の周知に努めます。 

 

 

 

３ 安全運転の確保（運転者教育等の充実） 

【自転車マナーアップ周知用チラシ】 

【横断歩道優先啓発チラシ】 



 

- 17 - 

 

 

全国的に、ペダルの踏み間違いや、健康状態の変化に

起因する高齢運転者による事故が発生していること、ま

た、運転者の高齢化が進んでいくと見込まれることを踏

まえ、運転者の安全運転を支援するシステムを搭載した

先進安全自動車の普及を一層促進します。 

その一方で、先進技術に対する過信や誤解による事故

を防止するため、先進技術に関する正しい理解の促進に

取り組みます。 

また、高齢者の交通事故防止対策の一環として、運転

免許証の自主返納支援事業を積極的に推進するととも

に、返納しやすい環境の整備を引き続き進めます。 

 

 

 

 

 

 真に交通事故防止に効果があるものとなるよ

う、交通事故実態の分析結果等を踏まえた街頭指

導活動の強化を引き続き推進します。 

 更に、無免許運転、飲酒運転、妨害運転、横断

歩行者妨害、交差点関連違反等交通事故に直結す

る悪質・危険性の高い違反等の交通指導取締りを

実施するよう求めます。 

 

 

 

 

 

 交通事故被害者に対する支援については、既存の奨学金や支援制度の紹介、相談機

関の紹介などを引き続き行っていくこととします。 

 

 

４ 高齢運転者による事故を防ぐ安全対策の推進 

５ 道路交通秩序の維持（効果的な街頭指導活動の推進等） 

６ 被害者支援の推進 

【運転免許証自主返納事業チラシ】 

【県民交通安全運動における街頭広報活動】 


